
 

事 務 連 絡 
令和３年３月３１日 

 
 

各地方整備局 企画部 情報通信技術課長 様 
北海道開発局 事業振興部 機械課 電気通信官 様 
沖縄総合事務局 開発建設部 情報通信技術室長 様 

 
 

大臣官房 技術調査課     
電気通信室 企画専門官   

 
 

電気通信施設保守業務等における技術的所見等の再委託について 
 
 
標記について、下記のとおり通知する。 

 
記 

 
 
電気通信施設保守業務共通仕様書第 28 条再委託第１項(2)に記載されている「デ

ータ解析及び技術的所見等」について、機器製造メーカ等に技術的な確認等を求め

ることは含まれない。 
 なお、電気通信施設点検業務共通仕様書第 28 条再委託第１項(2)の記載について

も同様とする。 
 
 
 

担当：国土交通省大臣官房技術調査課     

電気通信室電気通信基準係 深尾 原口 


